
議案第１６号 

 

東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用

に関する規則について 

 

東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則

の制定について、次のとおり提案する。 

 

令和３年４月２２日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和３年東広島市

条例第５号）が制定され、他の条例等の規定において書面等により行うことが定

められている申請等について、当該他の条例等の規定にかかわらず、電子情報処

理組織を使用する方法により行うことができることとなったことに伴い、当該申

請等のうち東広島市教育委員会が所管するものを電子情報処理組織を使用する方

法より行うことについて必要な事項を定めるため、この議案を提出するものであ

る。 

 

２ 制定案 

別紙のとおり 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 根拠法令 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 
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 （教育委員会規則の制定等） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第  号 

 

東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則

をここに公布する。 

 

  令和３年  月  日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  津  森     毅    

 

東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用

に関する規則 

 

 東広島市教育委員会が所管する手続等を、東広島市情報通信技術を活用した行政

の推進に関する条例（令和３年東広島市条例第５号）の規定に基づき、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合につい

ては、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則（令和３

年東広島市規則第１６号）の規定の例による。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則をここに公布する。 

 

  令和３年３月２３日 

 

                     東広島市長    垣    德    

 

東広島市規則第１６号 

 

   東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和３年

東広島市条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 市の機関 条例第２条第２号に規定する市の機関のうち、市長若しくはこれに置かれ

る機関又はこれらの機関の職員をいう。 

 (2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条

第１項に規定する電子署名をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する

用語の例による。 

 （申請等に係る電子情報処理組織） 

第３条 条例第３条第１項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用

に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使

用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

 （電子情報処理組織による申請等） 

第４条 条例第３条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行

う者は、市の機関の定めるところにより、当該市の機関の指定する電子計算機に備えられ

たファイルに記録すべき事項、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととさ

れている事項その他市の機関が必要と認める事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計

算機から入力して、申請等を行わなければならない。 

２ 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、

参考 
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その情報を、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書（

次に掲げるもの（市の機関が当該市の機関の使用に係る電子計算機から認証することがで

きるものに限る。）をいう。以下同じ。）と併せて送信しなければならない。ただし、市

の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合

は、この限りでない。 

 (1) 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１２条の２第１項及び第３項の規定に基

づき登記官が作成した電子証明書 

 (2) 電子署名及び認証業務に関する法律第８条に規定する認定認証事業者が作成した電子

証明書（電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年総務省・法務省・経

済産業省令第２号）第４条第１号に規定する電子証明書をいう。） 

 (3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４

年法律第１５３号）第３条第１項に規定する署名用電子証明書 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市の機関が別に定める電子証明書 

３ 条例第３条第４項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定める

ものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請

等と併せて送信する措置又は前項ただし書に規定する措置とする。 

４ 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等（副本又は写しを正本

と併せ必要とするものを含む。）について、第１項の規定により当該書面等のうちの１通

に記載すべき事項又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一の内容の書面

等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。 

 （情報通信技術による手数料等の納付） 

第５条 条例第３条第５項に規定する情報通信技術を利用する方法であって規則等で定める

ものは、前条第１項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する

方法とする。 

 （申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適

当と認められる部分がある場合） 

第６条 条例第３条第６項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認め

る場合 

 (2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が

認める場合 

 （処分通知等に係る電子情報処理組織） 

第７条 条例第４条第１項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用

に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機

関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたも
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のとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

 （電子情報処理組織による処分通知等） 

第８条 市の機関は、条例第４条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法によ

り処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきことと

されている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

２ 条例第４条第４項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定める

ものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該

処分通知等に併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措

置とする。 

 （処分通知等を受ける旨の表示の方式） 

第９条 条例第４条第１項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるい

ずれかの方式とする。 

 (1) 第７条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 

 (2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の

機関の定めるところにより行う届出 

 （処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく

不適当と認められる部分がある場合） 

第１０条 条例第４条第５項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認

める場合 

 (2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機

関が認める場合 

 （電磁的記録による縦覧等） 

第１１条 市の機関は、条例第５条第１項の規定により電磁的記録に記録されている事項又

は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用

する方法、当該市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁

的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。 

 （電磁的記録による作成等） 

第１２条 市の機関は、条例第６条第１項の規定により電磁的記録により作成等を行うとき

は、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市の機

関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク（これ

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもって

調製する方法により作成等を行うものとする。 

２ 条例第６条第３項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定める
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ものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する

措置とする。 

 （適用除外） 

第１３条 条例第７条第１号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

 (1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると認めら

れること。 

 (2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があること。 

 (3) 身分証明書その他の処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるこ

と。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術

を利用する方法により行うことが適当でないと認められること。 

 （添付書面等の省略） 

第１４条 条例第８条に規定する規則等で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律施行令（平成１５年政令第２７号）第５条の表の上欄に掲げる書面等

とし、条例第８条の規則等で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げ

る措置とする。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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所属名 手続名 根拠規定 条項 条文 適用除外の理由

教育総務
課

公印台帳の作成 東広島市教育委員会公印規
則（平成20年教育委員会規
則第1号）

第5条 教育総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台
帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理
しなければならない。

(2)書面備え付け

教育総務
課

規則の公布 東広島市教育委員会公告式
規則

第2条
第1項

規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以
内に公布するものとする。

(3)書面携帯・提示

教育総務
課

告示その他の規程の公
表

東広島市教育委員会公告式
規則（昭和49年教育委員会
規則第1号）

第4条
第1項

規程を公表しようとするときは、番号、公告の旨の前文、年
月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教
育長印を押さなければならない。

(3)書面携帯・提示

学事課 区域外就学届書の提出 東広島市立小中学校の管理
及び学校教育法の実施に関
する規則（昭和49年教育委
員会規則第8号）

第7条 令第9条第1項の規定により区域外就学の届出をしようとす
る保護者は、区域外就学届書(別記様式第5号)を教育委員
会に提出しなければならない。

(1)対面確認

学事課 就学猶予願の提出 東広島市立小中学校の管理
及び学校教育法の実施に関
する規則（昭和49年教育委
員会規則第8号）

第8条
第1項

省令第34条の規定により就学義務の猶予又は免除の願い
出をしようとする保護者は、就学猶予願(別記様式第6号)
又は就学免除願(別記様式第7号)を教育委員会に提出し
なければならない。この場合において、当該願い出が現に
在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、
校長の副申書を添えなければならない

(1)対面確認

学事課 就学免除願の提出 東広島市立小中学校の管理
及び学校教育法の実施に関
する規則（昭和49年教育委
員会規則第8号）

第8条
第1項

省令第34条の規定により就学義務の猶予又は免除の願い
出をしようとする保護者は、就学猶予願(別記様式第6号)
又は就学免除願(別記様式第7号)を教育委員会に提出し
なければならない。この場合において、当該願い出が現に
在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、
校長の副申書を添えなければならない

(1)対面確認

学事課 就学猶予・免除理由消滅
届の提出

東広島市立小中学校の管理
及び学校教育法の実施に関
する規則（昭和49年教育委
員会規則第8号）

第8条
第2項

就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義
務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに就
学猶予・免除理由消滅届(別記様式第8号)を教育委員会に
提出しなければならない。

(1)対面確認

（参考）適用除外一覧
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